
規

則

福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
、
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
職
業
訓
練
手

当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
二
十
六
号

福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

福
島
県
公
立
大
学
法
人
の
業
務
運
営
並
び
に
財
務
及
び
会
計
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
八
年
福
島
県

規
則
第
五
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
中｢

第
一
章
第
八
十
四｣

を｢

第
一
章
第
八
十
五｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

私
学
・
法
人
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
七
号

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則(

平
成
十
年
福
島
県
規
則
第
九
十
四
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
条
中｢

第
十
八
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
五
条
第
二
項｣

に
改
め
、｢

特
定
非
営
利
活
動
法

人｣

の
下
に｢

、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人｣

を
加
え
、
同
条

を
第
三
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中｢

第
十
七
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
四
条
第
二
項｣

に
改
め
、｢

特
定
非
営
利
活
動
法

人｣

の
下
に｢

、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人｣

を
加
え
、
同
条

を
第
三
十
条
と
す
る
。

第
十
八
条
中｢

第
十
六
条
第
二
項｣

を｢

第
三
十
三
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
第
一
号
中｢

特
定

非
営
利
活
動
法
人｣

の
下
に｢

、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人｣

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中｢

特
定
非
営
利
活
動
法
人｣

の
下
に｢

、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人｣

を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
九
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
八
条
を
加

え
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
申
請
書)

第
二
十
一
条

法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
申
請
書(

様

式
第
十
八
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
有
効
期
間
更
新
申
請
書)

第
二
十
二
条

法
第
五
十
一
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
認

定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
有
効
期
間
更
新
申
請
書(

様
式
第
十
九
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

定
款
変
更
認
証
提
出
書)

第
二
十
三
条

条
例
第
二
十
三
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
提
出
書
は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

定
款
変
更
認
証
提

出
書(

様
式
第
二
十
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

代
表
者
変
更
届)

第
二
十
四
条

条
例
第
二
十
四
条(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
届
出

書
は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

代
表
者
変
更
届(

様
式
第

二
十
一
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

役
員
報
酬
規
程
等
提
出
書
等)

第
二
十
五
条

条
例
第
二
十
六
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
提
出
書
は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

役
員
報
酬
規
程
等

提
出
書(

様
式
第
二
十
二
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

助
成
金
支
給
概
要
提
出
書
等)

第
二
十
六
条

条
例
第
二
十
六
条
第
三
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
提
出
書
は
、
助
成
金
の
支
給
を
行
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人)

助
成
金
支
給
概
要
提
出
書(

様
式
第
二
十
三
号)

、
海
外
へ
の
送
金
又
は

持
出
し
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)
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翌
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海
外
送
金
等
概
要
提
出
書(

様
式
第
二
十
四
号)

と
す
る
。

(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
仮
認
定
申
請
書)

第
二
十
七
条

法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
仮
認
定
申
請
書(

様
式
第
二
十
五
号)

と
す
る
。

(

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

合
併
認
定
申
請
書)

第
二
十
八
条

法
第
六
十
三
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項
及
び
法
第
六
十
三

条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
四
条
第
二
項

の
申
請
書
は
、
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人(

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人)

合
併
認
定
申
請
書

(

様
式
第
二
十
六
号)
と
す
る
。

第
十
七
条
を
削
る
。

第
十
六
条
中｢

第
四
十
一
条
第
三
項｣

の
下
に｢

(

法
第
六
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

｣

を
加
え
、｢
様
式
第
十
三
号｣

を｢

様
式
第
十
七
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条

と
す
る
。

第
十
五
条
中｢

法
第
三
十
九
条
第
二
項
で
準
用
す
る
法
第
十
三
条
第
二
項｣

を｢

条
例
第
十
八
条
に

お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
条
第
一
項｣
に
、｢
様
式
第
十
二
号｣

を｢

様
式
第
十
六
号｣

に
改
め
、

同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

第
十
四
条
中｢

様
式
第
十
一
号｣

を｢

様
式
第
十
五
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

第
十
三
条
中｢

第
十
二
条｣

を｢

第
十
六
条｣

に
、｢
様
式
第
十
号｣

を｢

様
式
第
十
四
号｣

に
改

め
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

第
十
二
条
中｢

第
十
一
条｣

を｢

第
十
五
条｣

に
、｢

様
式
第
九
号｣

を｢

様
式
第
十
三
号｣

に
改

め
、
同
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中｢

第
十
条
第
二
項｣

を｢

第
十
四
条
第
二
項｣

に
、｢
様
式
第
八
号｣

を｢

様
式
第
十

二
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

第
十
条
中｢

第
十
条
第
一
項｣

を｢

第
十
四
条
第
一
項｣

に
、｢

様
式
第
七
号｣

を｢

様
式
第
十
一

号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
九
条
中｢

第
九
条｣

を｢

第
十
三
条｣

に
、｢

様
式
第
六
号｣

を｢

様
式
第
十
号｣
に
改
め
、
同

条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

費
用
負
担)

第
十
二
条

条
例
第
十
二
条(

条
例
第
二
十
七
条(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
知
事
が
定
め
る
額
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

第
八
条
の
見
出
し
を｢
(

事
業
報
告
書
等
及
び
役
員
報
酬
規
程
等
の
公
開)

｣

に
改
め
、
同
条
中｢

第

八
条｣

を｢

第
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
七
条(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。)

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

条
例
第
十
一
条
第
二
項(

条
例
第
二
十
七
条(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
請
求
書
は
、
閲
覧
又
は
謄
写
請
求
書(

様
式
第
九

号)

と
す
る
。

第
八
条
を
第
十
一
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

定
款
変
更
登
記
事
項
証
明
書
提
出
書)

第
九
条

条
例
第
八
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
提
出
書

は
、
定
款
変
更
登
記
事
項
証
明
書
提
出
書(

様
式
第
七
号)

と
す
る
。

(

事
業
報
告
書
等
提
出
書)

第
十
条

条
例
第
十
条
第
一
項
及
び
第
二
十
二
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。)

の
提
出
書
は
、
事
業
報
告
書
等
提
出
書(

様
式
第
八
号)

と
す
る
。

第
七
条
中｢

第
五
条｣

を｢

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
一
条
第
一
項(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

｣

に
、｢

様
式
第
五
号｣

を｢

様
式
第
六
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
八

条
と
す
る
。

第
六
条
中｢

様
式
第
四
号｣

を｢

様
式
第
五
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
七
条
と
す
る
。

第
五
条
中

｢

第
三
条｣

を

｢

第
五
条
第
一
項

(

条
例
第
二
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。)

｣

に
、｢

様
式
第
三
号｣

を｢

様
式
第
四
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
四
条
中｢

法
第
十
三
条
第
二
項｣

を｢

条
例
第
四
条
第
一
項｣

に
、｢

様
式
第
二
号｣

を｢

様
式

第
三
号｣

に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
し
、
第
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

補
正)

第
四
条

法
第
十
条
第
三
項(

法
第
二
十
五
条
第
五
項
及
び
法
第
三
十
四
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
る
補
正
は
、
補
正
書(

様
式
第
二
号)

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

附
則
の
次
に
次
の
別
表
を
加
え
る
。

別
表(

第
十
二
条
関
係)

区

分

金

額

一

複
写
機
に
よ
る
写
し
の
交
付

ア

複
写
機(

乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
り
、
カ
ラ
ー
複

一
枚
に
つ
き
十
円

写
機
を
除
く
。)

に
よ
る
写
し
の
交
付(

日
本
工
業
規
格
Ａ

列
三
番
以
下
の
大
き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

イ

カ
ラ
ー
複
写
機(

乾
式
間
接
静
電
式
の
も
の
に
限
る
。)

一
枚
に
つ
き
三
十
円

に
よ
る
写
し
の
交
付(

日
本
工
業
規
格
Ａ
列
三
番
以
下
の
大

き
さ
の
用
紙
に
よ
る
も
の
に
限
る
。)

二

一
以
外
の
方
法
に
よ
る
写
し
の
交
付

当
該
写
し
の
作
成
に
要
す

る
費
用

三

公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用

当
該
写
し
の
送
付
に
要
す

る
費
用
に
相
当
す
る
額

備
考

一
の
項
ア
又
は
イ
の
場
合
に
お
い
て
、
両
面
印
刷
の
用
紙
を
用
い
る
と
き
は
、
片
面
を
一

枚
と
し
て
額
を
算
定
す
る
。

様
式
第
一
号
中｢４

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
｣

を｢４
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の

５
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

所
在
地
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｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

備
考１

｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
十
三
号
中｢第

16条
関
係
｣

を｢第
20条
関
係
｣

に
、｢に

規
定
す
る
特
定
非
営
利
活
動
法

人
｣

を｢及
び
第
64条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
特
定
非
営
利
活
動
法
人
､
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法

人
及
び
仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
｣

に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
削
り
、
同
様
式
を
様
式
第
十
七
号

と
し
、
同
様
式
の
次
に
次
の
九
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
１
８
号
(第
21条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
申
請
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
受
け
た
い
の

で
申
請
し
ま
す
｡

記
１
設
立
年
月
日

２
事
業
年
度

３
過
去
の
法
人
認
定
の
有
無

有
・
無

４
過
去
の
法
人
認
定
又
は
仮
認
定
の
取
消
し
の
有
無
有
・
無

(有
の
場
合
)
取
消
年
月
日

取
消
し
の
理
由

５
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性

�
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
イ
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

�
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
令
第
５
条
第
２
項
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

�
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
ロ
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

６
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
概
要

７
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢仮
認
定
｣
と
は
､
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

３
｢過
去
の
法
人
認
定
の
有
無
｣
及
び
｢過
去
の
法
人
認
定
又
は
仮
認
定
の
取
消
の
有
無
｣

に
は
､
該
当
す
る
も
の
に
○
を
付
け
る
こ
と
｡

４
｢法
第
45条
第
１
項
第
１
号
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
｣
に
は
､
該
当
す
る
も
の
に
○
を

付
け
る
こ
と
｡

５
｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

６
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
１
９
号
(第
22条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
認
定
有
効
期
間
更
新
申
請
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
(以
下
｢法
｣
と
い
う
｡
)
第
51条
第
３
項
の
有
効
期
間
の
更
新
を

受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
｡

記
１
設
立
年
月
日

２
法
人
認
定
の
有
効
期
間

３
法
人
認
定
の
有
効
期
間
満
了
日
の
６
月
前
の
日

４
法
人
認
定
の
有
効
期
間
満
了
日
の
３
月
前
の
日

５
事
業
年
度

６
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性

�
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
イ
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

�
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
令
第
５
条
第
２
項
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

�
法
第
45条
第
１
項
第
１
号
ロ
に
定
め
る
基
準
の
適
合
性
有
・
無

７
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
概
要

８
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
０
号
(第
23条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
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代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
定
款
変
更
認
証

提
出
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
25条
第
３
項
に
規
定
す
る
所
轄
庁
の
定
款
変
更
の
認
証
を
受
け
た

の
で
､
同
法
第
52条
第
２
項
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
52条
第
２
項
)
の
規
定
に
基

づ
き
提
出
し
ま
す
｡

記
１
法
人
認
定
の
有
効
期
間

２
変
更
の
認
証
の
年
月
日

３
変
更
の
内
容

４
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

３
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
１
号
(第
24条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
代
表
者
変
更
届

下
記
の
と
お
り
代
表
者
を
変
更
し
た
の
で
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
53条
第
１
項
(第
62

条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
53条
第
１
項
)
の
規
定
に
基
づ
き
届
け
出
ま
す
｡

記
１
異
動
年
月
日

２
変
更
後
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

３
変
更
前
の
代
表
者
の
氏
名
及
び
住
所

４
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
２
号
(第
25条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
役
員
報
酬
規
程

等
提
出
書

前
事
業
年
度
(

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
の
)
役
員
報
酬

規
程
等
に
つ
い
て
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
55条
第
１
項
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
55条
第
１
項
)
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
ま
す
｡

記
１
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
有
効
期
間

２
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢役
員
報
酬
規
程
等
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
54条
第
２
項
第
２
号
か
ら
第

４
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
を
い
う
｡

２
｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

３
｢仮
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

４
｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

５
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
３
号
(第
26条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
助
成
金
支
給
概

要
提
出
書

下
記
の
と
お
り
助
成
金
の
支
給
を
行
っ
た
の
で
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
55条

第
２
項

(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
55条
第
２
項
)
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
し
ま
す
｡
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記
１
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
年
月
日

２
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
有
効
期
間

３
支
給
日

４
支
給
対
象
者

５
支
給
金
額

６
助
成
対
象
の
事
業
等

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢仮
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

３
｢助
成
対
象
の
事
業
等
｣
に
は
､
事
業
等
の
内
容
を
具
体
的
に
記
載
す
る
こ
と
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
４
号
(第
26条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
海
外
送
金
等
概

要
提
出
書

下
記
の
と
お
り
海
外
へ
送
金
(金
銭
の
持
ち
出
し
)
を
行
う
(行
っ
た
)
の
で
､
特
定
非
営
利

活
動
促
進
法
第
55条
第
２
項
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
52条
第
２
項
)
の
規
定
に
基

づ
き
提
出
し
ま
す
｡

記
１
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
年
月
日

２
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
有
効
期
間

３
金
額

４
使
途

５
予
定
日
(実
施
日
)

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢仮
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

３
災
害
に
対
す
る
援
助
そ
の
他
緊
急
を
要
す
る
場
合
で
事
前
の
作
成
が
困
難
な
と
き
は
､
｢予

定
日
(実
施
日
)
｣
に
は
､
海
外
へ
の
送
金
又
は
金
銭
の
持
出
し
を
行
っ
た
日
を
記
載
す
る

こ
と
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
５
号
(第
27条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
仮
認
定
申
請
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
｡

記
１
設
立
年
月
日

２
事
業
年
度

３
過
去
の
法
人
認
定
の
有
無
有
・
無

４
過
去
の
仮
認
定
の
有
無
有
・
無

５
現
に
行
っ
て
い
る
事
業
の
概
要

６
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

備
考１

｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

２
｢仮
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

３
｢過
去
の
法
人
認
定
の
有
無
｣
及
び
｢過
去
の
法
人
認
定
又
は
仮
認
定
の
取
消
の
有
無
｣

は
､
該
当
す
る
も
の
に
○
を
つ
け
る
こ
と
｡

４
｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

５
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
２
６
号
(第
28条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

合
併
し
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

合
併
し
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
で
な
い
特
定
非
営
利
活
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動
法
人
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

�

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
合
併
認
定
申
請
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
63条
第
１
項
(第
63条
第
２
項
)
の
認
定
を
受
け
た
い
の
で
申
請

し
ま
す
｡

記
１
合
併
後
存
続
す
る
(合
併
に
よ
っ
て
設
立
す
る
)
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

２
代
表
者
の
氏
名

３
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

４
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

５
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
年
月
日

６
法
人
認
定
(仮
認
定
)
の
有
効
期
間

７
合
併
の
効
力
の
生
じ
る
日
又
は
生
じ
た
日

８
合
併
し
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
の
事

業
の
概
要

９
合
併
し
よ
う
と
す
る
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
(仮
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
)
で
な

い
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
事
業
の
概
要

備
考１

｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

２
｢法
人
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
44条
第
１
項
の
認
定
を
い
う
｡

３
｢仮
認
定
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
58条
第
１
項
の
仮
認
定
を
い
う
｡

４
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
十
二
号
中｢第

15条
関
係
｣

を｢第
19条
関
係
｣

に
、｢合

併
の
｣

を｢
年

月
日
に
合
併
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
六
号
と
す
る
。

様
式
第
十
一
号
中｢第
14条
関
係
｣

を｢第
18条
関
係
｣

に
、｢４

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的
｣

を｢４
県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地

に
改
め
、
同
様
式
備
考
を
次
の
よ
う
に
改
め
、

５
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

｣

同
様
式
を
様
式
第
十
五
号
と
す
る
。

備
考１

｢県
の
区
域
外
に
設
置
す
る
事
務
所
の
所
在
地
｣
は
､
県
の
区
域
外
に
事
務
所
を
設
置
し

て
い
る
場
合
に
記
載
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
十
号
中｢第

13条
関
係
｣

を｢第
17条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
四
号
と
す
る
。

様
式
第
九
号
中｢第

12条
関
係
｣

を｢第
16条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
三
号
と
す
る
。

様
式
第
八
号
中｢第

11条
関
係
｣

を｢第
15条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
二
号
と
す
る
。

様
式
第
七
号
中｢第
10条
関
係
｣

を｢第
14条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
一
号
と
す
る
。

様
式
第
六
号
中｢第
９
条
関
係
｣

を｢第
13条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
十
号
と
し
、
同

様
式
の
前
に
次
の
三
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
７
号
(第
９
条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

定
款
変
更
登
記
事
項
証
明
書
提
出
書

年
月

日
に
定
款
変
更
の
登
記
が
完
了
し
た
の
で
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
第
25条
第
７
項
(
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
)
第
52条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え

て
適
用
す
る
同
法
第
25条
第
７
項
)
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま
す
｡

備
考
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
８
号
(第
10条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

名
称
代
表
者
の
氏
名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

電
話
番
号

事
業
報
告
書
等
提
出
書

前
事
業
年
度
(

年
月

日
か
ら

年
月

日
ま
で
)
の
事

業
報
告
書
等
に
つ
い
て
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
29条

(
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
)
第
52条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
29条
)
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
ま

す
｡

備
考１

｢事
業
報
告
書
等
｣
と
は
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
28条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業

報
告
書
等
を
い
う
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
９
号
(第
11条
関
係
)

年
月

日
福
島
県
知
事

平成24年３月27日 火曜日 福 島 県 報 号外第15号 6



(郵
便
番
号

)
請
求
者
住
所
又
は
所
在
地

氏
名
又
は
名
称

(代
表
者
の
氏
名
)

連
絡
先
(電
話
番
号

)

閲
覧
又
は
謄
写
請
求
書

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
30条

(
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
)
第
56条
)
の
規
定

に
よ
り
､
次
の
と
お
り
請
求
し
ま
す
｡

閲
覧
又
は
謄
写
を
求
め
る
特
定

非
営
利
活
動
法
人
､
認
定
特
定

非
営
利
活
動
法
人
又
は
仮
認
定

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

閲
覧
又
は
謄
写
を
求
め
る
書
類

１
閲
覧

求
め
る
公
開
の
方
法

２
謄
写
(
�
窓
口
で
の
交
付

�
郵
送
等
に
よ
る
交
付
)

備
考１
求
め
る
公
開
の
方
法
の
欄
は
､
希
望
す
る
番
号
を
○
で
囲
む
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

様
式
第
五
号
中

｢第
７
条
関
係
｣

を

｢第
８
条
関
係
｣

に
改
め
、

｢第
25条

第
６
項
｣

の
次
に

｢
(
(第
62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
)
第
52条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第

25条
第
６
項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
六
号
と
す
る
。

様
式
第
四
号
中｢第
６
条
関
係
｣

を｢第
７
条
関
係
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
五
号
と
す
る
。

様
式
第
三
号
中｢第
５
条
関
係
｣

を｢第
６
条
関
係
｣

に
、｢第

23条
第
１
項
｣

の
次
に｢

(
(第

62条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
)
第
52条
第
１
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
適
用
す
る
同
法
第
23条
第
１

項
)
｣

を
加
え
、
同
様
式
を
様
式
第
四
号
と
す
る
。

様
式
第
二
号
中｢第

４
条
関
係
｣

を｢第
５
条
関
係
｣

に
、｢設

立
の
｣

を｢
年

月
日
に
設
立
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
三
号
と
し
、
様
式
第
一
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。

様
式
第
２
号
(第
４
条
関
係
)

年
月

日

福
島
県
知
事

氏
名

�

申
請
者
住
所
又
は
居
所

電
話
番
号

補
正
書

年
月

日
に
提
出
し
た
申
請
書
又
は
当
該
申
請
書
に
添
付
し
た
書
類
に
つ
い

て
軽
微
な
不
備
が
あ
り
ま
し
た
の
で
､
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
第
10条
第
３
項
(第
25条
第
５

項
(第
34条
第
５
項
)
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
10条
第
３
項
)
の
規
定
に
よ
り
､
下
記
の
と

お
り
補
正
し
ま
す
｡

記
１
補
正
の
内
容

２
補
正
の
理
由

備
考１

｢補
正
の
内
容
｣
に
は
､
補
正
後
と
申
請
時
と
の
記
載
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
対
照
表

を
記
載
す
る
こ
と
｡

２
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
列
４
番
と
す
る
こ
と
｡

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則(

以
下｢

改

正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
て
い
る
届
出
書
は
、
改
正
後
の
福
島
県
特

定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
き
提
出
さ
れ
た
届
出
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

文
化
振
興
課)

福
島
県
規
則
第
二
十
八
号

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則(

昭
和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
二
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢

応
じ
て｣

を｢

応
じ
、
四
十
日
分
を
限
度
と
し
て｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
福
島
県
職
業
訓
練
手
当
支
給
規
則
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日

以
後
に
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
支
給
対
象
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
同
項

に
規
定
す
る
支
給
対
象
者
と
な
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

(

産
業
人
材
育
成
課)
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訓

令

福
島
県
企
業
局

福
島
県
訓
令
第
十
二
号

本

庁

機

関

出

先

機

関

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程(

昭
和
三
十
八
年
福
島
県
訓
令
第
三
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
市
町
村
の
広
域
連
携
の
支
援
に
関
す
る
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え

る
。原

子
力
災
害
対
策
特

南
相
馬
市
原
町
区
本
町
二
丁
目

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
の

別
措
置
法(

平
成
十

二
七
番
地(

南
相
馬
市)

規
定
に
基
づ
く
警
戒
区
域
、
計
画
的

一
年
法
律
第
百
五
十

避
難
区
域
又
は
緊
急
時
避
難
準
備
区

六
号)

の
規
定
に
基

伊
達
郡
川
俣
町
字
五
百
田
三
〇

域
が
そ
の
区
域
内
に
設
定
さ
れ
た
市

づ
く
警
戒
区
域
、
計

番
地(

川
俣
町)

町
村
の
帰
還
及
び
復
興
の
支
援
に
関

画
的
避
難
区
域
又
は

す
る
こ
と
。

緊
急
時
避
難
準
備
区

双
葉
郡
広
野
町
大
字
下
北
迫
字

域
が
そ
の
区
域
内
に

苗
代
替
三
五
番
地(

広
野
町)

設
定
さ
れ
た
市
町
村

の
帰
還
及
び
復
興
の

い
わ
き
市
中
央
台
飯
野
三
丁
目

支
援
に
関
す
る
業
務

三
番
地
一
号(

�
葉
町)

に
従
事
す
る
職
員

郡
山
市
大
槻
町
字
西
ノ
宮
四
八

番
地
五(

富
岡
町)

双
葉
郡
川
内
村
大
字
上
川
内
字

早
渡
一
一
番
地
の
二
四(

川
内

村)会
津
若
松
市
追
手
町
二
番
地
四

一(

大
熊
町)

埼
玉
県
加
須
市
騎
西
五
九
八
番

地
一(

双
葉
町)

二
本
松
市
郭
内
一
丁
目
一
九
六

番
地
一(

浪
江
町)

田
村
郡
三
春
町
大
字
貝
山
字
井

堀
田
二
八
七
番
地
一(

�
尾
村)

福
島
市
飯
野
町
字
後
川
一
〇
番

地
の
二(

飯
舘
村)

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

行
政
経
営
課)

福
島
県
企
業
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程
を
こ
こ
に
公
布
す
る
｡

平
成
24年
３
月
27日

福
島
県
知
事
佐
藤
雄
平

福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
２
号

福
島
県
企
業
職
員
の
駐
在
及
び
駐
在
員
の
服
務
等
に
関
す
る
規
程

(職
員
の
駐
在
)

第
１
条
管
理
者
は
､
福
島
県
企
業
局
組
織
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
１
号
)
第

２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
本
局
に
所
属
す
る
福
島
県
公
営
企
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
(昭
和
44

年
福
島
県
条
例
第
１
号
)
第
１
条
第
１
項
に
規
定
す
る
公
営
企
業
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
(以
下

｢企
業
職
員
｣
と
い
う
｡
)
を
白
河
市
昭
和
町
269番

地
に
駐
在
さ
せ
､
白
河
複
合
型
拠
点
整
備
事

業
の
推
進
に
係
る
業
務
に
従
事
さ
せ
る
も
の
と
す
る
｡

(服
務
)

第
２
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
駐
在
す
る
企
業
職
員
(以
下
｢駐
在
員
｣
と
い
う
｡
)
の
服
務
に
つ
い

て
は
､
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
福
島
県
企
業
職
員
の
給
与
､
勤
務
時
間
そ
の
他
の
勤
務

条
件
等
に
関
す
る
規
程
(昭
和
44年
福
島
県
企
業
局
管
理
規
程
第
３
号
)
第
２
条
に
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
よ
る
｡

(報
告
)

第
３
条
駐
在
員
は
､
毎
月
10日
ま
で
に
､
前
月
分
の
勤
務
状
況
報
告
書
(第
１
号
様
式
)
を
所
属
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

(簿
冊
)

第
４
条
駐
在
員
は
､
そ
の
駐
在
の
場
所
に
､
次
に
掲
げ
る
簿
冊
を
備
え
､
常
時
こ
れ
を
整
理
し
て
お
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年
月

日

様

職
・
氏
名

印

備
考

連
絡
事
項

来
所
者
数

職
・
氏
名

勤
務
状
況

日(曜日
)

受
命
事
項

年
月

日

様

職
・
氏
名

印

職

記
入
者氏
名

勤
務
状
況

来
所
者
数

処
理
事
務
の
内
容

備
考

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

�
業
務
日
誌
(第
２
号
様
式
)

�
郵
便
切
手
等
受
払
補
助
簿
(第
３
号
様
式
)

(委
任
)

第
５
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
､
こ
の
規
程
の
実
施
に
関
し
て
必
要
な
事
項
は
､
管
理
者

が
別
に
定
め
る
｡

附
則

こ
の
規
程
は
､
平
成
24年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
｡

第
１
号
様
式
(第
３
条
関
係
)

年
月
分
勤
務
状
況
報
告
書

注
１
毎
月
10日
ま
で
に
報
告
す
る
こ
と
｡

２
駐
在
員
が
２
人
以
上
の
場
合
に
は
､
上
席
者
が
他
の
駐
在
員
の
分
を
取
り
ま
と
め
､
所
属

長
に
提
出
す
る
こ
と
｡

第
２
号
様
式
(第
４
条
関
係
)

勤
務
日
誌
(

年
月
分
)
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物
品
管
理
権
者
印

年
月
日

摘
要
種
別
個
数

円

一
通
の
料
金

円

金
額

受

受
領
印

円

金
額

払

受
領
印

円

現
在

福
島
県
議
会

注
駐
在
員
が
２
人
以
上
の
場
合
に
は
､
上
席
者
が
他
の
駐
在
員
の
分
を
取
り
ま
と
め
､
整
理
す

る
こ
と
｡

第
３
号
様
式
(第
４
条
関
係
)
郵
便
切
手
等
受
払
補
助
簿

(経
営
企
画
課
)

福
島
県
議
会
訓
令
第
一
号

福
島
県
議
会
事
務
局

福
島
県
議
会
事
務
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。
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【定価 １箇月 3,390円】 発行者 福 島 県
印刷所 株式会社 第 一 印 刷再生紙を使用しています｡

平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日

福
島
県
議
会
議
長

斎

藤

健

治

福
島
県
議
会
事
務
局
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

福
島
県
議
会
事
務
局
文
書
等
管
理
規
程(

平
成
十
三
年
福
島
県
議
会
訓
令
第
四
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
の
二
の
見
出
し
中｢

実
施
等｣

を｢

実
施｣

に
改
め
、
同
条
中｢

又
は
総
合
行
政
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク(

地
方
公
共
団
体
の
組
織
内
情
報
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
相
互
に
接
続
し
た
広
域
的
な
情
報
通

信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
い
う
。)

の
電
子
文
書
交
換
シ
ス
テ
ム(

文
書
等
を
電
子
的
に
交
換
す
る
シ
ス
テ

ム
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

｣

を
削
り
、｢

電
子
文
書
等｣

を｢

電
子
文
書｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
四
年
三
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

総

務

課)
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